
   

 

 

すべての依頼・両方会員さんの利用料金が 

￥７００→￥５００に！（市が￥２００助成） 

「ひとり親世帯」「生活保護世帯」「非課税世帯」は 

￥７００→￥４００に！（市が￥３００助成） 

「第３子以降」は 

￥７００→￥０に！（市が￥７００助成） 

＊上記はいずれも平日の６:００～２０:００、お子さん１時間あたり/1人分の利用料金です。 

土日祝・年末年始・上記時間外も市の助成金は同額です。 

 

依頼・両方会員さん 

・活動終了後、支援・両方会員さんへ助成額を 

引いた利用料金をお支払いください。 

・「ひとり親世帯」「生活保護世帯」「非課税世帯」

「第３子以降」対象の方は活動前に 

お手続きが必要です。 

事前にセンターへお電話ください。 

 支援・両方会員さん 

・活動終了後、依頼・両方会員さんから助成額を 

引いた活動料金をお受け取りください。 

・差額はお振込みとなります。 

・振込口座情報をご登録ください。 

・援助活動報告書の「利用料金」には助成額を引いた

金額をご記入ください。 

今まで現金のみだった料金の精算が 

双方の合意がある場合に限り 

決済アプリ等で行うことができるよう

になりました。 

詳細はセンターへお問い合わせください 

報告書の提出をメールでも受け付け開始しました。 

報告書（センター事務局提出用）の写真をメールに添付し送信してください。 

その後の原本の提出は不要です。 

 

認定証を発行された依頼・両方会員さんは 

支援・両方会員さんに提示してください。 

支援・両方会員さんは必ず確認してください。 

認定証は毎年更新手続きが必要です！ 



・時間：1日目 9時 00分～11時 25分・2日目 9時 00分～12時 10分 

：３日目（救急救命講習） 1回目 9時 30分～11時 30分・2回目 13時 00分～15時 00分 

・会場：講習（座学）/茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ（茅ヶ崎駅北口徒歩 5分） 

：救急救命  /茅ヶ崎市消防署 本署北棟 2階（茅ヶ崎駅北口徒歩 16分） 

・定員：30名（託児あり）  

・お申し込みは電話にて受付中です。 

 

 １日目 ２日目 ３日目 

第 1回  令和 6年 6月 10日（月） 11日（火）   26日（水） 

第 2回 令和 6年 10月 21日（月） 25日金）   28日（月） 

第 3回 令和 7年 2月 3日（月）  4日（火）    5日（水） 

茅ヶ崎市ファミリー・サポート・センター 

〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町 13-44 さがみ農協ビル 2Ｆ 

電 話：0467-87-8070   

E-mail：f.s.c.chigasaki@happytown.ocn.ne.jp  

 

依頼会員さんへお願いしている活動日の報告の際は 

①  依頼会員名 ② 支援会員名 ③ 活動日時 ④ 活動場所 を記載してください。 

メールでの依頼受付や各種ご相談は行なっておりません。 

お手数ですが開所時間中にお電話にてお願いいたします。 

 
～プロのアイデアを子育て・活動にいかしませんか？～ 

 ・講師 保育士：田村 亮美 さん  

・日時 令和 6年 12月 11日（水）10時～12時 予定 

・会場 茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ（茅ヶ崎駅北口徒歩 5分） 

・定員 20名 

   ※詳しいご案内は夏に発行予定の「えぼしっ子」でお知らせいたします。 

 


